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江
戸
時
代
後
期
よ
り
、
千
住

で
は
俳
諧
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
松
尾
芭
蕉
の
俳
諧
を
理
想
と

し
て
い
た
、
千
住
関
屋
の
里
を
拠
点
と
し

P1P1
P3P3

た
絵
師
・
俳
人
の
建
部
巣
兆
（
た
け
べ
そ

う
ち
ょ
う
）
が
千
住
の
名
士
た
ち
を
中
心

と
し
た
千
住
連
を
築
き
、
千
住
連
の
人
々

は
蕉
風
俳
諧
（
し
ょ
う
ふ
う
は
い
か
い
）

を
楽
し
む
と
同
様
に
、
他
の
地
域
の
俳
人

と
交
流
し
ま
し
た
。

　

更
に
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
と

変
わ
り
、
近
代
に
お
い
て
も
、
千
住
の
ま

ち
の
人
々
は
蕉
風
の
俳
句
を
嗜
ん
で
い
ま

し
た
。
今
回
は
、
千
住
河
原
町
稲
荷
神
社

に
建
立
さ
れ
た
檜
樹
奉
献
之
碑
【
図
一
】

を
紹
介
し
、
こ
の
碑
に
句
を
寄
せ
た
近
代

千
住
の
蕉
風
俳
人
、
冨
雪
庵
壽
玉
の
姿
に

迫
り
ま
す
。

■
河
原
町
稲
荷
神
社
　
檜
樹
奉
献
之
碑

　

檜
樹
奉
献
之
碑
は
、
河
原
町
稲
荷
神
社

の
東
側
の
鳥
居
の
傍
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

碑
の
表
は
、
上
部
に
「
檜
樹
奉
献
之
碑
」

と
題
字
が
確
認
で
き
、
そ
の
下
に
は
賛
成

者
と
し
て
三
十
五
名
、
発
起
者
と
し
て
九

名
の
名
前
が
刻
ま
れ
、
そ
し
て
左
下
に
建

立
年
代
を
示
す
「
明
治
四
十
壹
年
六
月
建

之
」
と
、
建
立
に
携
わ
っ
た
人
物
、
碑
の

表
の
文
字
を
書
い
た
書
家
の
名
前
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
賛
成
者
や
発
起
者
は
、
詳

細
不
明
な
人
物
も
い
る
も
の
の
、
そ
の
多

く
は
千
住
中
組
（
千
住
仲
町
・
千
住
河
原

町
・
千
住
橋
戸
町
）
の
問
屋
の
人
々
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
【
図
二
】　
　

　

碑
の
裏
に
は
「
誓
ひ
て
の 

後
の
た
の

み
や 

な
つ
こ
た
ち
（
夏
木
立
）
」
の
句

が
刻
ま
れ
、
「
戊
申
水
無
月 

冨
雪
葊

書
」
と
い
う
署
名
と
「
壽
玉
」
と
書
か
れ

た
印
が
み
え
ま
す
【
図
三
】
。

　

以
上
よ
り
、
こ
の
碑
は
明
治
四
十
一
年

六
月
に
、
千
住
中
組
を
中
心
と
し
た
地
域

の
人
々
が
、
河
原
町
稲
荷
に
檜
樹
を
奉
納

し
た
こ
と
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の

で
、
夏
に
茂
る
木
立
を
さ
す
「
夏
木
立
」

と
い
う
言
葉
で
結
ん
だ
句
も
、
こ
の
出
来

事
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
檜
樹
を
奉
納
し
た
経
緯
は
不
明
で

す
が
、
句
中
に
「
後
の
た
の
み
（
後
の
頼

み
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
河
原
町
稲
荷
の
将
来
を
見
据
え
た
深

い
信
仰
の
元
で
檜
樹
を
奉
納
し
た
様
子
が

窺
え
ま
す
。

■
千
住
を
拠
点
と
し
た
近
代
蕉
風
俳
人
　

　
冨
雪
庵
壽
玉

　

檜
樹
奉
献
之
碑
に
句
を
寄
せ
た
「
壽

玉
」
と
い
う
号
を
持
つ
俳
人
「
冨
雪
葊
」

に
つ
い
て
、
実
は
こ
の
人
物
は
、
こ
れ
か

ら
紹
介
す
る
資
料
に
よ
り
、
そ
の
詳
細
が

明
ら
か
と
な
り
ま
す
。

　

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
、
蕉
門

十
哲
の
一
人
、
宝
井
其
角
の
系
統
を
引
く

其
角
堂
永
機
の
門
人
、
晋
雪
庵
柳
崕
（
し

ん
せ
つ
あ
ん
り
ゅ
う
が
い
）
が
編
纂
し
た

俳
書
『
明
治
新
撰
俳
諧
百
人
一
首
』
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
本
書
は
天
覧
の
栄
誉
を

受
け
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
晋
雪
庵

柳
崕
は
門
下
生
を
増
や
し
、
蕉
風
俳
句
の

一
大
勢
力
を
築
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

本
書
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に

刊
行
さ
れ
た
『
狂
歌
百
人
一
首
』
中
の
初

代
歌
川
広
重
に
よ
る
百
歌
人
の
絵
に
、
柳

崕
が
選
出
し
た
百
人
の
蕉
風
俳
人
の
句
を

の
せ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
こ
の
中
に
、

「
冨
雪
庵
壽
玉
」
の
名
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
【
図
四
】
。
こ
こ
で
は
「
露

の
戸
や 

答
つ
母
の 

老
を
泣
」
と
い
う
壽

玉
の
句
と
共
に
、
「
武
蔵
千
住　

上
村
昭

元
」
と
、
壽
玉
の
本
名
と
所
在
地
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
の
本
名
「
上
村
昭
元
」
は
、

今
度
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
刊

の
、
東
京
都
内
の
様
々
な
産
業
を
担
う
人

物
を
一
覧
化
し
た
『
東
京
諸
営
業
員
録　

一
名
・
買
物
手
引
』
（
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
二
〇
二

四
年
十
一
月
十
一
日
現
在
）
に
見
出
す
こ

と
が
出
来
ま
す
。
本
書
中
の
「
書
画 

詩

文 

歌 

俳
諧
家 

列
挙
（
い
ろ
は
順
）」
と

い
う
項
目
に
、「
俳
諧
家　

冨
雪
庵　

壽

玉　

上
村
昭
元　

千
住
中
組
七
十
」
と
の

記
載
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
壽
玉
の
よ

り
具
体
的
な
住
所
が
判
明
し
ま
す
。

　

こ
の
住
所
を
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九

一
一
）
の
地
図
「
東
京
府
南
足
立
郡
千
住

町 

北
豊
嶋
郡
南
千
住
町
」
や
、
「
追
補

旧
日
光
道
中
千
住
宿
家
並
変
遷
図
」
（
東

京
都
足
立
区
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
・

一
九
九
二
）
と
照
合
す
る
と
、
壽
玉
は
、

現
在
の
足
立
区
千
住
仲
町
十
二
番
十
号
に

お
い
て
、
小
間
物
屋
「
田
島
屋
」
を
営
ん

で
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

つ
ま
り
、
上
村
昭
元
こ
と
冨
雪
庵
壽
玉
は
、

江
戸
時
代
の
千
住
連
の
人
々
と
同
様
に
、

千
住
で
商
家
を
営
み
な
が
ら
蕉
風
の
俳
人

と
し
て
明
治
時
代
に
活
動
し
た
人
物
で
あ

る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
に
は
、
千
住
に
お
い
て
門

人
が
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
昭

和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
、

様
々
な
趣
味
を
持
つ
人
物
を
取
り
上
げ
た

書
籍
『
趣
味
大
観
』
に
、
千
住
河
原
町
の

青
物
問
屋
西
川
屋
の
当
主
、
山
田
庄
兵
衛

が
、
青
年
時
代
に
壽
玉
か
ら
俳
句
を
学
ん

だ
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
が
句
を
寄
せ
た
檜
樹
奉
献

之
碑
の
存
在
に
加
え
、
地
域
の
人
が
壽
玉

に
俳
諧
の
教
え
を
求
め
た
と
い
う
記
述
は
、

明
治
期
の
千
住
で
引
き
続
き
、
蕉
風
の
俳

句
文
芸
が
地
域
の
名
士
た
ち
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
様
子
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

■
千
住
の
近
代
俳
句
と
足
立
の
文
化

　

江
戸
時
代
の
千
住
連
が
江
戸
の
絵
師
・

漢
詩
人
ら
文
人
と
密
接
に
関
わ
っ
た
よ
う

に
、
冨
雪
庵
壽
玉
ほ
か
明
治
時
代
以
降
に

俳
句
を
嗜
ん
で
い
た
人
々
も
、
当
時
の
画

家
や
書
家
、
歌
人
な
ど
、
様
々
な
文
化
人

と
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
代
に
お
け
る
千
住
を
は
じ
め
と
し
た

足
立
の
俳
文
学
の
展
開
は
、
地
域
の
近
代

に
お
け
る
美
術
文
芸
の
様
相
を
紐
解
く
重

要
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
郷
土

博
物
館
で
は
今
後
も
調
査
研
究
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

千
住
の
近
代
俳
句
と
冨
雪
庵
壽
玉

-

河
原
町
稲
荷
神
社 

檜
樹
奉
献
之
碑
よ
り-

加
藤
　
ゆ
ず
か

千住の近代俳句と冨雪庵壽玉　-河原町稲荷神社 檜樹奉献之碑より -　
足立区域最後の代官　佐々井半十郎の明治維新 -「小西家文書の紹介」-

【
図
一
】
　
河
原
町
稲
荷
神
社
　
檜
樹
奉
献
之
碑

【
図
二
】
　
檜
樹
奉
献
之
碑
　
碑
陽
翻
字

か
い
じ
ゅ
ほ
う
け
ん
の
ひ

ふ
せ
つ
あ
ん
じ
ゅ
ぎ
ょ
く

千
住
の
近
代
俳
句
と
冨
雪
庵
壽
玉

-

河
原
町
稲
荷
神
社 

檜
樹
奉
献
之
碑
よ
り-

加
藤
　
ゆ
ず
か
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江
戸
時
代
後
期
よ
り
、
千
住

で
は
俳
諧
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
松
尾
芭
蕉
の
俳
諧
を
理
想
と

し
て
い
た
、
千
住
関
屋
の
里
を
拠
点
と
し

た
絵
師
・
俳
人
の
建
部
巣
兆
（
た
け
べ
そ

う
ち
ょ
う
）
が
千
住
の
名
士
た
ち
を
中
心

と
し
た
千
住
連
を
築
き
、
千
住
連
の
人
々

は
蕉
風
俳
諧
（
し
ょ
う
ふ
う
は
い
か
い
）

を
楽
し
む
と
同
様
に
、
他
の
地
域
の
俳
人

と
交
流
し
ま
し
た
。

　

更
に
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
と

変
わ
り
、
近
代
に
お
い
て
も
、
千
住
の
ま

ち
の
人
々
は
蕉
風
の
俳
句
を
嗜
ん
で
い
ま

し
た
。
今
回
は
、
千
住
河
原
町
稲
荷
神
社

に
建
立
さ
れ
た
檜
樹
奉
献
之
碑
【
図
一
】

を
紹
介
し
、
こ
の
碑
に
句
を
寄
せ
た
近
代

千
住
の
蕉
風
俳
人
、
冨
雪
庵
壽
玉
の
姿
に

迫
り
ま
す
。

■
河
原
町
稲
荷
神
社
　
檜
樹
奉
献
之
碑

　

檜
樹
奉
献
之
碑
は
、
河
原
町
稲
荷
神
社

の
東
側
の
鳥
居
の
傍
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

碑
の
表
は
、
上
部
に
「
檜
樹
奉
献
之
碑
」

と
題
字
が
確
認
で
き
、
そ
の
下
に
は
賛
成

者
と
し
て
三
十
五
名
、
発
起
者
と
し
て
九

名
の
名
前
が
刻
ま
れ
、
そ
し
て
左
下
に
建

立
年
代
を
示
す
「
明
治
四
十
壹
年
六
月
建

之
」
と
、
建
立
に
携
わ
っ
た
人
物
、
碑
の

表
の
文
字
を
書
い
た
書
家
の
名
前
が
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。
賛
成
者
や
発
起
者
は
、
詳

細
不
明
な
人
物
も
い
る
も
の
の
、
そ
の
多

く
は
千
住
中
組
（
千
住
仲
町
・
千
住
河
原

町
・
千
住
橋
戸
町
）
の
問
屋
の
人
々
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
【
図
二
】　
　

　

碑
の
裏
に
は
「
誓
ひ
て
の 
後
の
た
の

み
や 

な
つ
こ
た
ち
（
夏
木
立
）
」
の
句

が
刻
ま
れ
、
「
戊
申
水
無
月 

冨
雪
葊

書
」
と
い
う
署
名
と
「
壽
玉
」
と
書
か
れ

た
印
が
み
え
ま
す
【
図
三
】
。

　

以
上
よ
り
、
こ
の
碑
は
明
治
四
十
一
年

六
月
に
、
千
住
中
組
を
中
心
と
し
た
地
域

の
人
々
が
、
河
原
町
稲
荷
に
檜
樹
を
奉
納

し
た
こ
と
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の

で
、
夏
に
茂
る
木
立
を
さ
す
「
夏
木
立
」

と
い
う
言
葉
で
結
ん
だ
句
も
、
こ
の
出
来

事
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
檜
樹
を
奉
納
し
た
経
緯
は
不
明
で

す
が
、
句
中
に
「
後
の
た
の
み
（
後
の
頼

み
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
河
原
町
稲
荷
の
将
来
を
見
据
え
た
深

い
信
仰
の
元
で
檜
樹
を
奉
納
し
た
様
子
が

窺
え
ま
す
。

■
千
住
を
拠
点
と
し
た
近
代
蕉
風
俳
人
　

　
冨
雪
庵
壽
玉

　

檜
樹
奉
献
之
碑
に
句
を
寄
せ
た
「
壽

玉
」
と
い
う
号
を
持
つ
俳
人
「
冨
雪
葊
」

に
つ
い
て
、
実
は
こ
の
人
物
は
、
こ
れ
か

ら
紹
介
す
る
資
料
に
よ
り
、
そ
の
詳
細
が

明
ら
か
と
な
り
ま
す
。

　

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
、
蕉
門

十
哲
の
一
人
、
宝
井
其
角
の
系
統
を
引
く

其
角
堂
永
機
の
門
人
、
晋
雪
庵
柳
崕
（
し

ん
せ
つ
あ
ん
り
ゅ
う
が
い
）
が
編
纂
し
た

俳
書
『
明
治
新
撰
俳
諧
百
人
一
首
』
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
本
書
は
天
覧
の
栄
誉
を

受
け
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
晋
雪
庵

柳
崕
は
門
下
生
を
増
や
し
、
蕉
風
俳
句
の

一
大
勢
力
を
築
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

本
書
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に

刊
行
さ
れ
た
『
狂
歌
百
人
一
首
』
中
の
初

代
歌
川
広
重
に
よ
る
百
歌
人
の
絵
に
、
柳

崕
が
選
出
し
た
百
人
の
蕉
風
俳
人
の
句
を

の
せ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
こ
の
中
に
、

「
冨
雪
庵
壽
玉
」
の
名
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
【
図
四
】
。
こ
こ
で
は
「
露

の
戸
や 

答
つ
母
の 

老
を
泣
」
と
い
う
壽

玉
の
句
と
共
に
、
「
武
蔵
千
住　

上
村
昭

元
」
と
、
壽
玉
の
本
名
と
所
在
地
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
の
本
名
「
上
村
昭
元
」
は
、

今
度
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
刊

の
、
東
京
都
内
の
様
々
な
産
業
を
担
う
人

物
を
一
覧
化
し
た
『
東
京
諸
営
業
員
録　

一
名
・
買
物
手
引
』
（
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
、
二
〇
二

四
年
十
一
月
十
一
日
現
在
）
に
見
出
す
こ

と
が
出
来
ま
す
。
本
書
中
の
「
書
画 

詩

文 

歌 

俳
諧
家 

列
挙
（
い
ろ
は
順
）」
と

い
う
項
目
に
、「
俳
諧
家　

冨
雪
庵　

壽

玉　

上
村
昭
元　

千
住
中
組
七
十
」
と
の

記
載
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
壽
玉
の
よ

り
具
体
的
な
住
所
が
判
明
し
ま
す
。

　

こ
の
住
所
を
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九

一
一
）
の
地
図
「
東
京
府
南
足
立
郡
千
住

町 

北
豊
嶋
郡
南
千
住
町
」
や
、
「
追
補

旧
日
光
道
中
千
住
宿
家
並
変
遷
図
」
（
東

京
都
足
立
区
教
育
委
員
会
、
平
成
四
年
・

一
九
九
二
）
と
照
合
す
る
と
、
壽
玉
は
、

現
在
の
足
立
区
千
住
仲
町
十
二
番
十
号
に

お
い
て
、
小
間
物
屋
「
田
島
屋
」
を
営
ん

で
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

つ
ま
り
、
上
村
昭
元
こ
と
冨
雪
庵
壽
玉
は
、

江
戸
時
代
の
千
住
連
の
人
々
と
同
様
に
、

千
住
で
商
家
を
営
み
な
が
ら
蕉
風
の
俳
人

と
し
て
明
治
時
代
に
活
動
し
た
人
物
で
あ

る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
に
は
、
千
住
に
お
い
て
門

人
が
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
昭

和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
、

様
々
な
趣
味
を
持
つ
人
物
を
取
り
上
げ
た

書
籍
『
趣
味
大
観
』
に
、
千
住
河
原
町
の

青
物
問
屋
西
川
屋
の
当
主
、
山
田
庄
兵
衛

が
、
青
年
時
代
に
壽
玉
か
ら
俳
句
を
学
ん

だ
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

冨
雪
庵
壽
玉
が
句
を
寄
せ
た
檜
樹
奉
献

之
碑
の
存
在
に
加
え
、
地
域
の
人
が
壽
玉

に
俳
諧
の
教
え
を
求
め
た
と
い
う
記
述
は
、

明
治
期
の
千
住
で
引
き
続
き
、
蕉
風
の
俳

句
文
芸
が
地
域
の
名
士
た
ち
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
様
子
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

■
千
住
の
近
代
俳
句
と
足
立
の
文
化

　

江
戸
時
代
の
千
住
連
が
江
戸
の
絵
師
・

漢
詩
人
ら
文
人
と
密
接
に
関
わ
っ
た
よ
う

に
、
冨
雪
庵
壽
玉
ほ
か
明
治
時
代
以
降
に

俳
句
を
嗜
ん
で
い
た
人
々
も
、
当
時
の
画

家
や
書
家
、
歌
人
な
ど
、
様
々
な
文
化
人

と
交
流
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

近
代
に
お
け
る
千
住
を
は
じ
め
と
し
た

足
立
の
俳
文
学
の
展
開
は
、
地
域
の
近
代

に
お
け
る
美
術
文
芸
の
様
相
を
紐
解
く
重

要
な
テ
ー
マ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
郷
土

博
物
館
で
は
今
後
も
調
査
研
究
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

［図四］晋雪庵柳崕 編 老鼠堂永機 校
　　　 『明治新撰俳諧百人一首』
　　 明治33年（1900）刊、個人蔵

［図三］檜樹奉献之碑　
　　　　碑陰翻字



（３） 令和 6年 1 2月第 682号 足 立 史 談
　
「
代
官
」
と
聞
く
と
、
「
悪
代
官
と
越

後
屋
」
と
い
っ
た
時
代
劇
の
イ
メ
ー
ジ
を

思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
代
官

と
い
う
の
は
、
幕
府
の
直
轄
地
を
将
軍
の

代
わ
り
に
支
配
す
る
重
要
な
役
職
で
あ
り
、

旗
本
の
な
か
で
も
民
政
に
長
け
た
有
能
な

人
物
が
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は
陸

奥
塙
代
官
（
現
福
島
県
塙
町
）
を
勤
め
た

寺
西
封
元
（
て
ら
に
し
た
か
も
と
）
な
ど
、

名
代
官
と
し
て
領
民
か
ら
慕
わ
れ
た
人
物

も
い
ま
し
た
。

　

現
在
の
足
立
区
の
一
帯
（
伊
興
な
ど
東

叡
山
寛
永
寺
の
支
配
領
域
を
除
く
）
も
江

戸
時
代
を
通
じ
て
幕
府
領
で
、
代
官
に
よ

る
支
配
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

同
地
域
を
幕
末
期
に
治
め
た
最
後
の
代
官

こ
そ
が
佐
々
井
半
十
郎
久
保
で
す
。
半
十

郎
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
あ
さ
く
ら
ゆ

う
氏
が
、
『
足
立
史
談
』
で
取
り
上
げ
て

お
ら
れ
、
代
官
と
し
て
の
半
十
郎
の
動
向

は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
同
人
の
幕
府
崩
壊
後
の
動
向
に
関

し
て
は
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

明
治
の
世
に
な
り
、
幕
府
も
藩
も
な
く

な
り
、
士
族
の
特
権
が
失
わ
れ
て
い
く
な

か
で
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
残

り
を
は
か
っ
た
の
か
。
こ
の
文
脈
の
な
か

で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
士

族
の
商
法
」
の
お
話
で
す
。
も
と
も
と
は

商
売
と
無
縁
で
あ
っ
た
士
族
が
、
な
れ
な

い
商
売
に
手
を
出
し
て
失
敗
す
る
と
い
う

も
の
で
、
錦
絵
の
画
題
に
も
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
失
敗
の
事
例
の
み
が

強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
な
か
に
は
見
事
に

事
業
を
成
功
さ
せ
た
者
も
い
ま
し
た
。
実

は
、
佐
々
井
半
十
郎
も
こ
う
し
た
商
法
に

挑
ん
だ
一
人
で
す
。

　

足
立
区
立
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
「
小
西

家
文
書
」
に
は
、
近
世
後
期
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
佐
々
井
家
の
文
書
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は
「
小
西
家
文
書
」
の
史

料
紹
介
を
兼
ね
て
、
幕
府
に
お
け
る
佐
々

井
半
十
郎
の
来
歴
を
簡
単
に
整
理
し
、
こ

う
し
た
幕
臣
と
し
て
の
動
き
が
、
明
治
期

の
半
十
郎
の
商
法
へ
ど
の
よ
う
に
影
響
し

た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

■
代
官
佐
々
井
半
十
郎

　

佐
々
井
半
十
郎
は
幕
府
で
鳥
見
頭
を
つ

と
め
た
高
倉
庄
九
郎
の
次
男
と
し
て
、
文

化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
小
普

請
組
の
佐
々
井
久
通
の
養
子
と
な
り
、
天

保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
家
督
を
継
ぐ
と
、

同
七
年
に
納
戸
へ
就
任
し
ま
す
。
そ
し
て

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
備
中
倉
敷
代

官
へ
就
任
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
代
官
を
歴

任
し
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
甲
州

市
川
代
官
、
そ
し
て
文
久
元
年
（
一
八
六

一
）
に
関
東
代
官
へ
就
任
し
、
武
蔵
・
下

総
国
の
う
ち
現
在
の
足
立
区
の
領
域
を
含

む
十
万
石
余
り
の
領
域
を
支
配
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

■
幕
府
の
崩
壊
と
静
岡
藩

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
に
、
将

軍
徳
川
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
行
い
、
江
戸

幕
府
が
終
焉
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌
月

に
は
王
政
復
古
の
大
号
令
が
出
さ
れ
て
、

新
政
府
が
発
足
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌
四

年
（
九
月
に
明
治
へ
改
元
）
一
月
の
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
で
旧
幕
府
軍
が
敗
れ
、
三
月

に
は
江
戸
城
の
無
血
開
城
が
行
わ
れ
、
江

戸
が
新
政
府
の
手
に
渡
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
地
方
支
配
と
い
う
側
面
で
見

る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
新
政
府
の

支
配
体
制
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

し
ば
ら
く
は
旧
幕
府
代
官
に
よ
る
支
配
が

続
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
同
年
七
月
に
な
る
と
、
い
よ

い
よ
足
立
区
の
一
帯
は
、
武
蔵
県
へ
編
入

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
代
官
佐
々
井
半
十

郎
の
支
配
も
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。

　

小
西
家
文
書
に
は
、
こ
の
時
に
支
配
所

で
あ
っ
た
葛
飾
郡
西
葛
西
領
（
現
在
の
葛

飾
区
の
一
帯
）
の
村
々
か
ら
半
十
郎
に
長

年
の
「
御
厚
恩
」
を
謝
し
て
送
っ
た
礼
状

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
小
西
家
文
書
四
一）。

　

こ
う
し
て
佐
々
井
半
十
郎
は
幕
府
の
旗

本
・
代
官
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
ま
し

た
。
で
は
、
半
十
郎
は
こ
の
あ
と
ど
う
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

徳
川
家
が
朝
廷
か
ら
赦
免
さ
れ
、
田
安

徳
川
家
達
を
藩
主
と
し
て
、
慶
応
四
年
八

月
に
静
岡
藩
を
立
藩
す
る
と
、
多
く
の
幕

臣
が
静
岡
へ
移
住
し
ま
し
た
。

　

半
十
郎
も
例
外
で
は
な
く
、
静
岡
へ
移

住
し
ま
し
た
。
静
岡
藩
内
に
お
い
て
半
十

郎
は
ど
の
よ
う
な
役
職
に
就
任
し
た
の
か

と
い
え
ば
、
や
は
り
「
勧
農
掛
」
と
い
う

地
方
支
配
の
役
職
に
就
任
し
ま
し
た

（
『
久
能
山
叢
書
』
）
。
小
西
家
文
書
に

は
、
半
十
郎
の
勧
農
掛
と
し
て
の
活
動
が

見
え
る
史
料
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
奉
差
上
茶
種
勘
定
調
書
」
（
小
西
家
１

２
）
は
、
勧
農
掛
が
静
岡
下
魚
町
亀
屋
仁

兵
衛
か
ら
茶
種
三
九
七
俵
を
仕
入
れ
た
際

の
領
収
書
で
、
同
掛
が
茶
の
品
種
改
良
な

ど
、
静
岡
の
茶
生
産
に
注
力
し
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■
廃
藩
置
県
後
の
佐
々
井
半
十
郎

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
、
廃
藩

置
県
が
断
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

静
岡
藩
も
廃
藩
に
な
り
、
静
岡
県
が
設
置

さ
れ
、
半
十
郎
は
藩
士
と
し
て
の
立
場
を

失
い
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
後
の
半
十
郎

は
ど
う
な
っ
た
か
。
小
西
家
文
書
か
ら
は

そ
の
様
子
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
例
え
ば
次
の
【
史
料
】
が
そ
の
ひ
と

つ
で
す
。
こ
の
【
史
料
】
は
廃
藩
か
ら
お

よ
そ
二
年
後
の
明
治
六
年
に
、
駿
河
国
庵

原
郡
岩
淵
村
（
現
静
岡
県
富
士
市
岩
淵
）

の
斎
藤
億
右
衛
門
か
ら
佐
々
井
半
十
郎
へ

宛
て
た
拝
借
金
証
文
で
す
。

　

岩
淵
は
東
海
道
に
お
い
て
富
士
川
を
渡

河
す
る
た
め
の
拠
点
で
し
た
。
富
士
川
は

し
ば
し
ば
増
水
し
、
そ
の
際
に
通
行
者
は

岩
淵
で
水
が
引
く
の
を
待
ち
ま
し
た
。
増

水
は
数
日
に
及
ぶ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、

こ
う
し
た
人
々
を
泊
め
る
た
め
の
旅
宿
が

栄
え
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
大
名
の
宿

所
で
あ
る
本
陣
を
つ
と
め
た
の
が
斎
藤
億

右
衛
門
家
で
し
た
。

【
史
料
】
（
「
拝
借
金
證
文
之
事
」
（
小

西
家
文
書
１
７
）

　
　
　
　
拝
借
金
證
文
之
事

　
一
、
金
弐
百
両
也
　
但
シ
　
五
ヶ
年
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
割
割
渡

　
　
　
　
為
質
物

　
　
　
　
　
茶
畑
八
反
歩
　
字
大
平

　
　
　
　
　
但
シ
弐
千
四
百
株

　
　
　
　
茶
畑
弐
反
歩
　
字
壱
下
松

　
　
　
　
　
但
シ
六
百
株

　
　
　
合
反
別
壱
町
歩

　
　
右
は
無
拠
入
用
ニ
差
支
、
其
段
御
願

　
　
申
入
、
茶
畑
書
入
金
子
慥
ニ
拝
借
仕

　
　
候
処
実
正
ニ
候
、
返
済
之
義
は
年
々

　
　
制
茶
取
扱
候
ニ
付
集
東
京
静
岡
園
江

　
　
差
送
り
、
一
日
弐
間
賣
上
、
益
全
之

　
　
内
元
利
と
も
年
割
之
通
り
返
済
若
五

　
　
ヶ
年
ニ
而
残
金
有
之
節
は
此
砌
皆
済

　
　
可
仕
候
、
右
為
證
拠
物
地
券
状
御
渡

　
　
し
次
第
差
進
置
可
申
為
後
日
證
書
如

　
　
件

　
　
　
明
治
六
酉
年
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
駿
州
庵
原
郡
岩
淵
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
拝
借
　
斎
藤
億
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
同
　
證
人
　
大
村
桜
作
（
印
）

　
　
佐
々
井
半
十
郎
様

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
岩
淵
村
の

斎
藤
億
右
衛
門
が
同
村
の
大
村
桜
作
を
証

人
と
し
て
、
佐
々
井
半
十
郎
か
ら
金
二
百

両
を
拝
借
し
ま
し
た
。
返
済
期
間
は
五
年

で
、
利
率
は
一
割
で
し
た
。
こ
の
担
保
と

し
て
は
、
茶
畑
一
町
歩
（
茶
木
で
換
算
す

る
と
三
千
株
）
が
充
て
ら
れ
ま
し
た
。
返

済
方
法
を
見
る
と
、
毎
年
製
茶
を
東
京
の

静
岡
園
へ
送
り
、
そ
の
収
益
を
返
済
に
充

て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
静

岡
園
と
は
何
か
と
い
う
と
、
佐
々
井
半
十

郎
が
明
治
五
年
か
ら
浅
草
橋
で
営
ん
だ
製

茶
問
屋
で
す
。

　

つ
ま
り
、
形
式
と
し
て
は
拝
借
金
で
す

が
、
実
際
に
は
佐
々
井
が
金
二
百
両
を
前

払
い
し
て
発
注
を
か
け
、
茶
を
仕
入
れ
る

と
い
っ
た
業
務
契
約
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
小
西
家
文
書
の
別
史
料
で
は
、

半
十
郎
が
静
岡
藩
勧
農
掛
時
代
の
明
治
三

年
に
、
岩
淵
村
の
大
村
惣
一
郎
へ
「
開
墾

方
入
用
」
と
し
て
金
二
百
両
を
貸
し
付
け

た
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
（
小
西
家
１

１
）
。
つ
ま
り
、
静
岡
藩
時
代
か
ら
半
十

郎
が
農
政
官
と
し
て
岩
淵
村
と
の
関
わ
り

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

以
上
か
ら
、
佐
々
井
半
十
郎
は
廃
藩
以

降
も
、
静
岡
藩
時
代
に
農
政
官
と
し
て
構

築
し
た
静
岡
の
地
方
と
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
活
用
し
な
が
ら
、
東
京
で
製
茶
問

屋
を
営
み
、
静
岡
の
製
茶
産
業
の
発
展
に

貢
献
し
つ
づ
け
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
静
岡
園
茶
店
が
ど
う
な
っ
た

の
か
と
い
え
ば
、
半
十
郎
の
跡
を
継
い
だ

息
子
の
治
郎
吉
が
明
治
二
十
二
年
に
「
焙

茶
乾
機
」
の
特
許
を
獲
得
し
（
『
帝
国　

於
ケ
ル
特
許
発
達
一
斑
』
）
、
更
な
る
発

展
を
遂
げ
ま
す
。
そ
し
て
孫
の
甲
吉
が
大

正
七
年
に
静
岡
園
を
合
資
会
社
佐
々
井
商

店
と
し
、
引
き
続
き
製
茶
問
屋
を
軸
と
し

て
東
京
市
内
に
六
つ
の
支
店
を
構
え
る
に

至
り
ま
し
た
（『
自
治
業
界
発
達
誌
』）
。

　

こ
う
し
た
明
治
以
降
の
佐
々
井
家
の
商

業
の
原
点
に
は
、
幕
府
の
代
官
と
し
て
半

十
郎
が
培
っ
た
農
政
に
対
す
る
知
識
と
経

験
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
幕

府
の
代
官
と
し
て
培
っ
た
経
験
が
、
明
治

時
代
以
降
の
佐
々
井
家
を
助
け
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）

参
考
文
献

・
あ
さ
く
ら
ゆ
う
「
代
官
佐
々
井
半
十
郎
に

つ
い
て
」
『
足
立
史
談
』
四
八
二
・
四
九

三
・
四
九
五
・
四
九
三
号
、
二
〇
〇
九
）
。

・
坂
本
達
彦
「
佐
々
井
久
保
」
（
村
上
直
ほ

か
編
『
徳
川
幕
府
全
代
官
人
名
辞
典
』
東
京

堂
出
版
、
二
〇
一
五
）
。

山
田
　
拓
実

足
立
区
域
最
後
の
代
官

　
佐
々
井
半
十
郎
の
明
治
維
新
　〜
「
小
西
家
文
書
」
の
紹
介
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「
代
官
」
と
聞
く
と
、
「
悪
代
官
と
越

後
屋
」
と
い
っ
た
時
代
劇
の
イ
メ
ー
ジ
を

思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
江
戸
幕
府
に
お
い
て
代
官

と
い
う
の
は
、
幕
府
の
直
轄
地
を
将
軍
の

代
わ
り
に
支
配
す
る
重
要
な
役
職
で
あ
り
、

旗
本
の
な
か
で
も
民
政
に
長
け
た
有
能
な

人
物
が
抜
擢
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は
陸

奥
塙
代
官
（
現
福
島
県
塙
町
）
を
勤
め
た

寺
西
封
元
（
て
ら
に
し
た
か
も
と
）
な
ど
、

名
代
官
と
し
て
領
民
か
ら
慕
わ
れ
た
人
物

も
い
ま
し
た
。

　

現
在
の
足
立
区
の
一
帯
（
伊
興
な
ど
東

叡
山
寛
永
寺
の
支
配
領
域
を
除
く
）
も
江

戸
時
代
を
通
じ
て
幕
府
領
で
、
代
官
に
よ

る
支
配
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

同
地
域
を
幕
末
期
に
治
め
た
最
後
の
代
官

こ
そ
が
佐
々
井
半
十
郎
久
保
で
す
。
半
十

郎
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
あ
さ
く
ら
ゆ

う
氏
が
、
『
足
立
史
談
』
で
取
り
上
げ
て

お
ら
れ
、
代
官
と
し
て
の
半
十
郎
の
動
向

は
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
同
人
の
幕
府
崩
壊
後
の
動
向
に
関

し
て
は
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

明
治
の
世
に
な
り
、
幕
府
も
藩
も
な
く

な
り
、
士
族
の
特
権
が
失
わ
れ
て
い
く
な

か
で
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
残

り
を
は
か
っ
た
の
か
。
こ
の
文
脈
の
な
か

で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
「
士

族
の
商
法
」
の
お
話
で
す
。
も
と
も
と
は

商
売
と
無
縁
で
あ
っ
た
士
族
が
、
な
れ
な

い
商
売
に
手
を
出
し
て
失
敗
す
る
と
い
う

も
の
で
、
錦
絵
の
画
題
に
も
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
失
敗
の
事
例
の
み
が

強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
な
か
に
は
見
事
に

事
業
を
成
功
さ
せ
た
者
も
い
ま
し
た
。
実

は
、
佐
々
井
半
十
郎
も
こ
う
し
た
商
法
に

挑
ん
だ
一
人
で
す
。

　

足
立
区
立
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
「
小
西

家
文
書
」
に
は
、
近
世
後
期
か
ら
近
代
に

か
け
て
の
佐
々
井
家
の
文
書
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は
「
小
西
家
文
書
」
の
史

料
紹
介
を
兼
ね
て
、
幕
府
に
お
け
る
佐
々

井
半
十
郎
の
来
歴
を
簡
単
に
整
理
し
、
こ

う
し
た
幕
臣
と
し
て
の
動
き
が
、
明
治
期

の
半
十
郎
の
商
法
へ
ど
の
よ
う
に
影
響
し

た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

■
代
官
佐
々
井
半
十
郎

　

佐
々
井
半
十
郎
は
幕
府
で
鳥
見
頭
を
つ

と
め
た
高
倉
庄
九
郎
の
次
男
と
し
て
、
文

化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
に
小
普

請
組
の
佐
々
井
久
通
の
養
子
と
な
り
、
天

保
元
年
（
一
八
三
〇
）
に
家
督
を
継
ぐ
と
、

同
七
年
に
納
戸
へ
就
任
し
ま
す
。
そ
し
て

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
備
中
倉
敷
代

官
へ
就
任
す
る
と
、
こ
こ
か
ら
代
官
を
歴

任
し
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
甲
州

市
川
代
官
、
そ
し
て
文
久
元
年
（
一
八
六

一
）
に
関
東
代
官
へ
就
任
し
、
武
蔵
・
下

総
国
の
う
ち
現
在
の
足
立
区
の
領
域
を
含

む
十
万
石
余
り
の
領
域
を
支
配
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

■
幕
府
の
崩
壊
と
静
岡
藩

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
に
、
将

軍
徳
川
慶
喜
が
大
政
奉
還
を
行
い
、
江
戸

幕
府
が
終
焉
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌
月

に
は
王
政
復
古
の
大
号
令
が
出
さ
れ
て
、

新
政
府
が
発
足
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌
四

年
（
九
月
に
明
治
へ
改
元
）
一
月
の
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
で
旧
幕
府
軍
が
敗
れ
、
三
月

に
は
江
戸
城
の
無
血
開
城
が
行
わ
れ
、
江

戸
が
新
政
府
の
手
に
渡
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
地
方
支
配
と
い
う
側
面
で
見

る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
新
政
府
の

支
配
体
制
に
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

し
ば
ら
く
は
旧
幕
府
代
官
に
よ
る
支
配
が

続
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
同
年
七
月
に
な
る
と
、
い
よ

い
よ
足
立
区
の
一
帯
は
、
武
蔵
県
へ
編
入

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
代
官
佐
々
井
半
十

郎
の
支
配
も
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。

　

小
西
家
文
書
に
は
、
こ
の
時
に
支
配
所

で
あ
っ
た
葛
飾
郡
西
葛
西
領
（
現
在
の
葛

飾
区
の
一
帯
）
の
村
々
か
ら
半
十
郎
に
長

年
の
「
御
厚
恩
」
を
謝
し
て
送
っ
た
礼
状

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
（
小
西
家
文
書
四
一）。

　

こ
う
し
て
佐
々
井
半
十
郎
は
幕
府
の
旗

本
・
代
官
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
ま
し

た
。
で
は
、
半
十
郎
は
こ
の
あ
と
ど
う
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

徳
川
家
が
朝
廷
か
ら
赦
免
さ
れ
、
田
安

徳
川
家
達
を
藩
主
と
し
て
、
慶
応
四
年
八

月
に
静
岡
藩
を
立
藩
す
る
と
、
多
く
の
幕

臣
が
静
岡
へ
移
住
し
ま
し
た
。

　

半
十
郎
も
例
外
で
は
な
く
、
静
岡
へ
移

住
し
ま
し
た
。
静
岡
藩
内
に
お
い
て
半
十

郎
は
ど
の
よ
う
な
役
職
に
就
任
し
た
の
か

と
い
え
ば
、
や
は
り
「
勧
農
掛
」
と
い
う

地
方
支
配
の
役
職
に
就
任
し
ま
し
た

（
『
久
能
山
叢
書
』
）
。
小
西
家
文
書
に

は
、
半
十
郎
の
勧
農
掛
と
し
て
の
活
動
が

見
え
る
史
料
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
奉
差
上
茶
種
勘
定
調
書
」
（
小
西
家
１

２
）
は
、
勧
農
掛
が
静
岡
下
魚
町
亀
屋
仁

兵
衛
か
ら
茶
種
三
九
七
俵
を
仕
入
れ
た
際

の
領
収
書
で
、
同
掛
が
茶
の
品
種
改
良
な

ど
、
静
岡
の
茶
生
産
に
注
力
し
て
い
た
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■
廃
藩
置
県
後
の
佐
々
井
半
十
郎

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
、
廃
藩

置
県
が
断
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、

静
岡
藩
も
廃
藩
に
な
り
、
静
岡
県
が
設
置

さ
れ
、
半
十
郎
は
藩
士
と
し
て
の
立
場
を

失
い
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
後
の
半
十
郎

は
ど
う
な
っ
た
か
。
小
西
家
文
書
か
ら
は

そ
の
様
子
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
例
え
ば
次
の
【
史
料
】
が
そ
の
ひ
と

つ
で
す
。
こ
の
【
史
料
】
は
廃
藩
か
ら
お

よ
そ
二
年
後
の
明
治
六
年
に
、
駿
河
国
庵

原
郡
岩
淵
村
（
現
静
岡
県
富
士
市
岩
淵
）

の
斎
藤
億
右
衛
門
か
ら
佐
々
井
半
十
郎
へ

宛
て
た
拝
借
金
証
文
で
す
。

　

岩
淵
は
東
海
道
に
お
い
て
富
士
川
を
渡

河
す
る
た
め
の
拠
点
で
し
た
。
富
士
川
は

し
ば
し
ば
増
水
し
、
そ
の
際
に
通
行
者
は

岩
淵
で
水
が
引
く
の
を
待
ち
ま
し
た
。
増

水
は
数
日
に
及
ぶ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、

こ
う
し
た
人
々
を
泊
め
る
た
め
の
旅
宿
が

栄
え
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
大
名
の
宿

所
で
あ
る
本
陣
を
つ
と
め
た
の
が
斎
藤
億

右
衛
門
家
で
し
た
。

【
史
料
】
（
「
拝
借
金
證
文
之
事
」
（
小

西
家
文
書
１
７
）

　
　
　
　
拝
借
金
證
文
之
事

　
一
、
金
弐
百
両
也
　
但
シ
　
五
ヶ
年
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
割
割
渡

　
　
　
　
為
質
物

　
　
　
　
　
茶
畑
八
反
歩
　
字
大
平

　
　
　
　
　
但
シ
弐
千
四
百
株

　
　
　
　
茶
畑
弐
反
歩
　
字
壱
下
松

　
　
　
　
　
但
シ
六
百
株

　
　
　
合
反
別
壱
町
歩

　
　
右
は
無
拠
入
用
ニ
差
支
、
其
段
御
願

　
　
申
入
、
茶
畑
書
入
金
子
慥
ニ
拝
借
仕

　
　
候
処
実
正
ニ
候
、
返
済
之
義
は
年
々

　
　
制
茶
取
扱
候
ニ
付
集
東
京
静
岡
園
江

　
　
差
送
り
、
一
日
弐
間
賣
上
、
益
全
之

　
　
内
元
利
と
も
年
割
之
通
り
返
済
若
五

　
　
ヶ
年
ニ
而
残
金
有
之
節
は
此
砌
皆
済

　
　
可
仕
候
、
右
為
證
拠
物
地
券
状
御
渡

　
　
し
次
第
差
進
置
可
申
為
後
日
證
書
如

　
　
件

　
　
　
明
治
六
酉
年
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
駿
州
庵
原
郡
岩
淵
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
拝
借
　
斎
藤
億
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
同
　
證
人
　
大
村
桜
作
（
印
）

　
　
佐
々
井
半
十
郎
様

　

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
岩
淵
村
の

斎
藤
億
右
衛
門
が
同
村
の
大
村
桜
作
を
証

人
と
し
て
、
佐
々
井
半
十
郎
か
ら
金
二
百

両
を
拝
借
し
ま
し
た
。
返
済
期
間
は
五
年

で
、
利
率
は
一
割
で
し
た
。
こ
の
担
保
と

し
て
は
、
茶
畑
一
町
歩
（
茶
木
で
換
算
す

る
と
三
千
株
）
が
充
て
ら
れ
ま
し
た
。
返

済
方
法
を
見
る
と
、
毎
年
製
茶
を
東
京
の

静
岡
園
へ
送
り
、
そ
の
収
益
を
返
済
に
充

て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
静

岡
園
と
は
何
か
と
い
う
と
、
佐
々
井
半
十

郎
が
明
治
五
年
か
ら
浅
草
橋
で
営
ん
だ
製

茶
問
屋
で
す
。

　

つ
ま
り
、
形
式
と
し
て
は
拝
借
金
で
す

が
、
実
際
に
は
佐
々
井
が
金
二
百
両
を
前

払
い
し
て
発
注
を
か
け
、
茶
を
仕
入
れ
る

と
い
っ
た
業
務
契
約
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

ま
た
、
小
西
家
文
書
の
別
史
料
で
は
、

半
十
郎
が
静
岡
藩
勧
農
掛
時
代
の
明
治
三

年
に
、
岩
淵
村
の
大
村
惣
一
郎
へ
「
開
墾

方
入
用
」
と
し
て
金
二
百
両
を
貸
し
付
け

た
こ
と
も
確
認
で
き
ま
す
（
小
西
家
１

１
）
。
つ
ま
り
、
静
岡
藩
時
代
か
ら
半
十

郎
が
農
政
官
と
し
て
岩
淵
村
と
の
関
わ
り

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

以
上
か
ら
、
佐
々
井
半
十
郎
は
廃
藩
以

降
も
、
静
岡
藩
時
代
に
農
政
官
と
し
て
構

築
し
た
静
岡
の
地
方
と
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
活
用
し
な
が
ら
、
東
京
で
製
茶
問

屋
を
営
み
、
静
岡
の
製
茶
産
業
の
発
展
に

貢
献
し
つ
づ
け
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
静
岡
園
茶
店
が
ど
う
な
っ
た

の
か
と
い
え
ば
、
半
十
郎
の
跡
を
継
い
だ

息
子
の
治
郎
吉
が
明
治
二
十
二
年
に
「
焙

茶
乾
機
」
の
特
許
を
獲
得
し
（
『
帝
国　

於
ケ
ル
特
許
発
達
一
斑
』
）
、
更
な
る
発

展
を
遂
げ
ま
す
。
そ
し
て
孫
の
甲
吉
が
大

正
七
年
に
静
岡
園
を
合
資
会
社
佐
々
井
商

店
と
し
、
引
き
続
き
製
茶
問
屋
を
軸
と
し

て
東
京
市
内
に
六
つ
の
支
店
を
構
え
る
に

至
り
ま
し
た
（『
自
治
業
界
発
達
誌
』）
。

　

こ
う
し
た
明
治
以
降
の
佐
々
井
家
の
商

業
の
原
点
に
は
、
幕
府
の
代
官
と
し
て
半

十
郎
が
培
っ
た
農
政
に
対
す
る
知
識
と
経

験
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
幕

府
の
代
官
と
し
て
培
っ
た
経
験
が
、
明
治

時
代
以
降
の
佐
々
井
家
を
助
け
た
の
で
す
。

　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）
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